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新型コロナウイルス感染症に関する
経済産業省・厚生労働省・群馬県の情報提供について

　新型コロナウイルス感染症に関して、厚生労働省、中小企業庁、群馬県より各種情報が提供されて
います。本稿では、主な情報提供先のＵＲＬ・ＱＲコードをお知らせします。
　なお、本会を含む各都道府県中央会も、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」となっており、
相談を受け付けています。
　新しい情報が入り次第、本会からも随時情報提供させていただきます。

◉新型コロナウイルス感染症関連支援策 【経済産業省】
　（経済産業省関連の各種支援策が掲載されています）
　　https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

◉新型コロナウイルス感染症について 【厚生労働省】
　（新型コロナウイルスの発生状況などについて掲載されています )
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

◉新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け） 【厚生労働省】
　（新型コロナウイルスの感染予防などに関する情報が掲載されています )
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

◉新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け） 【厚生労働省】
　（労働に関する企業向けＱ＆Ａなどが掲載されています）
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

◉新型コロナウイルス感染症について 【群馬県】
　（県民向け・事業者向け各種情報が掲載されています）
　　https://www.pref.gunma.jp/02/d29g_00243.html 

※上記の情報は令和２年３月 16 日現在のものです。また、上記サイトは随時更新されていますので、最新の情報確
認をお願いします。
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時間外労働の上限規制について
　時間外労働の上限規制が2020年４月より中小企業に対しても適用されます。
　残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がな
ければこれを超えることはできません。

※�法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、「労働基準法第36条に基づく労使協定（36協定）」の
締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

以下を超えることはできません。

□年720時間以内
□複数月平均80時間以内 ［休日労働を含む］

　　（「２か月平均」「３か月平均」「４か月平均」「５か月平均」
　　　「６か月平均」がすべて１月当たり80時間以内）

□月100時間未満 ［休日労働を含む］

改正前と改正後のポイント

　月80時間は、１日当たり４時間程度
の残業に相当します。
　また、原則である月45時間を超える
ことができるのは、年間６か月までです。

※ 違反した場合には、罰則（6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金）が科されるおそれがあります。

[ 改正前 ]
法律上は、残業時間の上限がありませんでした

（行政指導のみ）。

※詳細につきましては、厚生労働省の下記ＨＰ「働き方改革特設サイト」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

[ 改正後 ]
法律で残業時間の上限を定め、これを
超える残業はできなくなります。

大臣告示による上限
行政指導 

法律による上限 原則

月45時間＝１日残業２時間程度 

残業時間
月45時間
年360時間

原則 
残業時間
月45時間
年360時間

法律による上限

例外 
■年720時間　　

■複数月平均80時間※

■月100時間未満※

※休日労働を含む

月80時間＝
１日残業４時間程度

上限なし

１年間＝12か月 １年間＝12か月

年間
６か月まで

年間
６か月まで

法定労働時間
１日8時間
週40時間

法定労働時間
１日8時間
週40時間
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